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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　扁平状筐体（２）と；
　前記筐体（２）の一方の側面部（２ａ）に透設したワイヤ出入口（３）近傍において前
記筐体（２）内のベースブラケット（１２）に取り付けられ且つその回転軸（１１）と一
体的に回動可能なように巻胴部（９）を軸支するとともに、前記巻胴部（９）との間に、
巻胴部（９）が一方向に回転したときは巻胴部（９）と結合され、巻胴部（９）が他方に
回転したときは巻胴部（９）との結合が解除される機構を備えたダンパユニット（４）と
；
　前記筐体（２）の他方の側面部（２ｂ）近傍において前記筐体（２）を横断する方向に
延伸して前記ベースブラケット（１２）と前記筐体（２）の後面部（２ｄ）を被蔽する蓋
体部（６）とによって保持され且つ前記筐体（２）の前面部（２ｃ）を貫通して外方に突
出する前端部及びその近傍に複数条のスプライン溝を刻設して成るスプライン軸部（１４
）を具備する固定軸（１３）に巻胴部（８）を回動可能なように軸支するぜんまいユニッ
ト（５）と；
　前記ぜんまいユニット（５）の前記巻胴部（８）にその一方端部を係止し且つ引戸（Ｓ
Ｄ）を全開閉するに足る長さを前記巻胴部（８）の外周面上に沿って巻回しながら前記ダ
ンパユニット（４）の前記巻胴部（９）の外周面上に周接してその引出端部（Ｗａ）を前
記ワイヤ出入口（３）から前記筐体（２）の外側に導出されるワイヤ（Ｗ）と；
　前記スプライン軸部（１４）に対応して噛合可能な複数条のスプライン溝を略円柱状の
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躯体部（１６）の中心に刻設したスプライン穴（１６ａ）に前記スプライン軸部（１４）
の前記前端部を挿着し且つ前記前面部（２ｃ）の外方よりも前記筐体（２）の内方に位置
する前記躯体部（１６）の後端部外周辺から円板状に突設したフランジ部（１７）の外方
面（１７ａ）に放射状に複数個のラチェット又はクラッチ状の旋回側爪部（１８）を刻設
して成るダイヤルノブ部（１５）と；
　その外方面（１９ａ）を前記フランジ部（１７）と同心円状に前記前面部（２ｃ）の内
面に取り付けられる一方、その内方面（１９ｂ）に前記旋回側爪部（１８）に対応して噛
合可能な複数個のラチェット又はクラッチ状の固定側爪部（２０）を刻設して成る環体部
（１９）と；
　前記引戸（ＳＤ）の前面上方又は前記引戸枠体（ＳＤＦ）に取り付けられ且つ前記ワイ
ヤ（Ｗ）の引出し端部（Ｗａ）を係止するワイヤ引出し端部固定手段（２４）と；そして
　前記前記躯体部（１６）の後端部と前記ベースブラケット（１２）との間に位置する前
記スプライン軸部（１４）の外周面に沿って巻装される圧縮コイルばね（２１）とから成
り、
　前記扁平状筐体（２）が、前記蓋体部（６）を介して前記引戸枠体（前記ワイヤ引出し
端部固定手段２４が引戸に取り付けられた場合）又は前記引戸（前記ワイヤ引出し端部固
定手段２４が引戸枠体に取り付けられた場合）の前面上方に取り付けられることを特徴と
する引戸自動閉止装置。
【請求項２】
　前記ワイヤ（Ｗ）が、前記ダンパユニット（４）の巻胴部（９）に一周以上巻回してい
ることを特徴とする請求項１に記載の引戸自動閉止装置。
【請求項３】
　前記巻胴部（９）の外周面にＶ字状溝（９ｂ）が形成され、かつ該Ｖ字状溝（９ｂ）の
底アールをワイヤ径よりも小さくしかつワイヤ（Ｗ）がＶ字に食い込まない範囲で拡開し
た角に設定されていること、かつ、前記ワイヤ（Ｗ）が、前記巻胴部（９）に３６０度に
至らぬ巻付け角度で周接していることを特徴とする請求項１に記載の引戸自動閉止装置。
【請求項４】
　前記筐体（２）の前記前面部（２ｃ）が、前記ダイヤルノブ部（１５）の前記躯体部（
１６）外周辺に沿った外表面に前記ダイヤルノブ部（１５）の旋回角度を読み取るための
目盛り（２２）を設けて成ることを特徴とする請求項１に記載の引戸自動閉止装置。
【請求項５】
　前記蓋体部（６）が、複数個の取り付け孔（２３）を縦方向に複数列透設して成ること
を特徴とする請求項１に記載の引戸自動閉止装置。
【請求項６】
　前記ワイヤ引出し端部固定手段（２４）が、係止腕部（２５）の係止スロット（２５ａ
）を具備して成り、該係止スロット（２５ａ）に対する前記ワイヤ（Ｗ）の引出し端部（
Ｗａ）の係止及び離脱を容易にすることを特徴とする請求項１に記載の引戸自動閉止装置
。
【請求項７】
　前記ダンパユニット（４）と前記ぜんまいユニット（５）が、前記各巻胴部（８，９）
の周辺に複数個のワイヤ飛び出し防止片（２７）を配設して成ることを特徴とする請求項
１に記載の引戸自動閉止装置。
【請求項８】
　前記ダンパユニット（４）の前記巻胴部（９）が、前記ぜんまいユニット５の前記巻胴
部８の外周面上における前記ワイヤＷの巻回数が増加する方向に向けてその外周径を漸減
させるようなテーパ状外周面９ａを具備して成ることを特徴とする請求項１に記載の引戸
自動閉止装置。
【請求項９】
　それぞれ溝のついたプーリ２個を互いにつき合わせてワイヤの外れない隙間に設定して
成る方向転換プーリ（３１、３２）を前記筐体（２）のワイヤ出入口近傍に設け、前記ダ
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ンパユニット（４）の巻胴部（９）に周接されたワイヤを前記方向転換プーリのつき合わ
せ溝に通して成ることを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載の引戸自動閉止装
置。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１項記載の引戸自動閉止装置において、前記ワイヤの代りにベ
ルトを用いたことを特徴とする引戸自動閉止装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、互いに独立して回動可能なぜんまいユニットとダンパユニットとに巻回する
ワイヤを介して引戸を自動的に閉止可能な引戸自動閉止装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の引戸自動閉止装置は、例えば、ダンパユニットを介してワイヤをぜんまいユニッ
トに巻き乱れなく巻回せしめるためにダンパユニットのダンピング機能を適性に選択、設
定し且つぜんまいユニットに当接可能なストッパ手段とワイヤ巻き乱れ防止手段を扁平な
筐体内に収容して成り、該筐体を引戸の前面上方に取り付け、ワイヤの引出し端部を係止
するワイヤ引出し端部固定手段を引戸枠体に取り付けて引戸の円滑な自動閉止を図ってい
た。（例えば、登録実用新案文献１参照）
【特許文献１】実用新案登録第３１０１７４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記従来の引戸自動閉止装置は、前記扁平な筐体の比較的広幅の前後面
部が前記引戸の前面に直交するように、換言すれば前記筐体の比較的狭幅の側面部を前記
引戸の前面に対向させて取り付けられて前記筐体が前記引戸の前面から前方に片持ち状に
迫り出すので、その取り付け位置の選択自由度及び取り付け強度が不足勝ちであり、前記
ダンパユニットのダンピング機能及び前記ストッパ手段による前記ぜんまいユニットのば
ね機能の手動目視調整に手間取り、更に非使用時の前記引戸自動閉止装置のフリー化及び
前記引戸の開閉作動の中断、維持等のための各操作が困難であると言う欠点があった。ま
た、間口部にワイヤが交差する惧れもあった。
【０００４】
　本発明は、上述した従来技術の問題点を解消し、装置全体の取り付け位置の選択自由度
及び取り付け強度の強化並びに装置構成部材の各機能調整の容易化が図れる引戸自動閉止
装置を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の引戸自動閉止装置は、扁平状筐体と；前記筐体の一方の側面部に透設したワイ
ヤ出入口近傍において前記筐体内のベースブラケットに取り付けられ且つその回転軸と一
体的に回動可能なように巻胴部を軸支するとともに、前記巻胴部との間に、巻胴部が一方
向に回転したときは巻胴部と結合され、巻胴部が他方に回転したときは巻胴部と結合が解
除される機構を備えたダンパユニットと；前記筐体の他方の側面部近傍において前記筐体
を横断する方向に延伸して前記ベースブラケットと前記筐体の後面部を被蔽する蓋体部と
によって保持され且つ前記筐体の前面部を貫通して外方に突出する前端部及びその近傍に
複数条のスプライン溝を刻設して成るスプライン軸部を具備する固定軸に巻胴部を回動可
能なように軸支するぜんまいユニットと；前記ぜんまいユニットの前記巻胴部にその一方
端部を係止し且つ引戸を全開閉するに足る長さを前記巻胴部の外周面上に沿って巻回しな
がら前記ダンパユニットの前記巻胴部の外周面上に周接してその引出端部を前記ワイヤ出
入口から前記筐体の外側に導出されるワイヤと；前記スプライン軸部に対応して噛合可能
な複数条のスプライン溝を略円柱状の躯体部の中心に刻設したスプライン穴に前記スプラ
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イン軸部の前記前端部を挿着し且つ前記前面部の外方よりも前記筐体の内方に位置する前
記躯体部の後端部外周辺から円板状に突設したフランジ部の外方面に放射状に複数個のラ
チェット又はクラッチ状の旋回側爪部を刻設して成るダイヤルノブ部と；その外方面を前
記フランジ部と同心円状に前記前面部の内面に取り付けられる一方、その内方面に前記旋
回側爪部に対応して噛合可能な複数個のラチェット又はクラッチ状の固定側爪部を刻設し
て成る環体部と；前記引戸の前面上方に取り付けられ且つ前記ワイヤの引出し端部を係止
するワイヤ引出し端部固定手段と；そして前記前記躯体部の後端部と前記ベースブラケッ
トとの間に位置する前記スプライン軸部の外周面に沿って巻装される圧縮コイルばねとか
ら成り、前記扁平状筐体が、前記蓋体部を介して引戸枠体に取り付けられるものである。
【０００６】
　この構成によって、前記扁平な筐体の比較的広幅の後面部が前記引戸枠体の前面に対向
させて取り付けられて前記筐体が前記引戸枠体の前面から前方に片持ち状に過度に迫り出
すことなく且つその取り付け位置の選択自由度及び取り付け強度も増強され、更に前記ダ
イヤルノブ部の前記躯体部による前記ぜんまいユニットのばね機能の手動目視調整を容易
にすることを可能にする。
【０００７】
　更に、前記ワイヤが、前記ダンパユニットの巻胴部に一周以上巻回して成るものである
。
【０００８】
　この構成によって、ワイヤはダンパユニットの巻胴部に滑ることなく巻回される。
【０００９】
　更に、前記巻胴部の外周面にＶ字状溝が形成され、かつ該Ｖ字状溝の底アールをワイヤ
径よりも小さくしかつワイヤがＶ字に食い込まない範囲で拡開した角に設定されて成り、
かつ、前記ワイヤが、前記巻胴部に３６０度に至らぬ巻付け角度で周接して成るものであ
る。
【００１０】
　この構成によって、ワイヤが溝の両側面に当接し、摩擦抵抗が増大するため、動力伝達
力が高まる。また、ワイヤをダンパユニットの巻胴部の全周に亘って巻きつけていないの
で、ワイヤの寿命を高めることができ、かつワイヤの長さが短くて済み、ぜんまいユニッ
トへの追随性も良く、更には、複数回巻回する必要がないので、組立てが容易になる。
　また、従来のように、ワイヤをダンパユニットの巻胴部に何回も巻回している場合には
、ダンパユニットの巻胴部と引戸のワイヤ引出し端部固定手段との間のワイヤが弛む虞が
あり、それによってワイヤが巻胴部から逸脱することが起こりうるが、この構成によれば
、ワイヤはダンパユニットの巻胴部で滑り、直ちにぜんまいユニットの巻胴部に巻き取ら
れるため、ワイヤが弛む虞はない。
【００１３】
　更に、前記筐体の前記前面部が、前記ダイヤルノブ部の前記躯体部外周辺に沿った外表
面に前記ダイヤルノブ部の旋回角度を読み取るための目盛りを設けて成るものである。
【００１４】
　この構成によって、前記ぜんまいユニットのばね機能の手動目視調整を一層容易且つ確
実にすることを可能にする。
【００１５】
　更に、前記蓋体部が、複数個の取り付け孔を縦方向に複数列透設して成るものである。
【００１６】
　この構成によって、前記引戸枠体の前面に対する前記筐体の取り付け位置の選択自由度
を一層容易且つ確実にすることを可能にする。また、間口部を狭くすることなく取り付け
を可能にする。
【００１７】
　更に、前記ワイヤ引出し端部固定手段が、係止腕部の係止スロットを具備して成り、該
係止スロットに対する前記ワイヤ引出し端部の係止及び離脱を容易にするものである。
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【００１８】
　この構成によって、前記ワイヤ引出し端部の離脱に伴う非使用時の前記引戸自動閉止装
置のフリー化を一層容易且つ確実にすることを可能にする。
【００２１】
　更に、前記ダンパユニットと前記ぜんまいユニットが、前記各巻胴部の周辺に複数個の
ワイヤ飛び出し防止片を配設して成るものである。
【００２２】
　この構成によって、前記各巻胴部の外周面に巻回する前記ワイヤの飛び出し防止を一層
容易且つ確実にすることを可能にする。
【００２３】
　更に、前記ダンパユニットの前記巻胴部が、前記ぜんまいユニットの前記巻胴部の外周
面上における前記ワイヤＷの巻回数が増加する方向に向けてその外周径を漸減させるよう
なテーパ状外周面を具備して成るものである。
【００２４】
　この構成によって、前記ぜんまいユニットの前記巻胴部の外周面上に巻回する前記ワイ
ヤＷの最終巻き込みにおけるダンパ効果を最大限に発揮させることを可能にする。
【００２５】
　そして、それぞれ溝のついたプーリ２個を互いにつき合わせて成る方向転換プーリを筐
体のワイヤ出入口近傍に設け、ダンパユニットの巻胴部に周接されたワイヤを方向転換プ
ーリのつき合わせ溝に通して成るものである。
【００２６】
　この構成によって、ワイヤＷの引き出し方向θを０度～１８０度の範囲で自由に選択で
きるようになる。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明装置によれば、前述した従来技術の問題点を解消し、装置全体の取り付け位置の
選択自由度及び取り付け強度の強化並びに装置構成部材の各機能調整の容易化が図れ且つ
前記引戸を閉止途中で前記ぜんまいユニットから繰り出される前記ワイヤを絡ませること
なく停止させ、閉まる際の前記引戸の閉止慣性力を制動、減衰させて安全性とコストダウ
ンに有利な前記引戸を自動的に閉止することを可能にする。
【００２８】
　また、巻胴部９の外周面にＶ字状溝９ｂを形成する構成によって、ワイヤが溝の両側面
に当接し、摩擦抵抗が増大するため、動力伝達力が高まることとなり、ワイヤをダンパユ
ニットの巻胴部の全周に亘って巻きつけてる必要がなくなり、ワイヤの寿命を高めること
ができ、かつワイヤの長さが短くて済み、更には、組立てが容易になる。
【００２９】
　また、従来のように、ワイヤをダンパユニットの巻胴部に巻回している場合には、引戸
を強制的に閉めると、ダンパユニットの巻胴部と引戸のワイヤ引出し端部固定手段との間
のワイヤが弛み、それによってワイヤが巻胴部から逸脱する虞があるが、この構成によれ
ば、ワイヤはダンパユニットの巻胴部で滑り、直ちにぜんまいユニットの巻胴部に巻き取
られるため、ワイヤが弛む虞はない。
【００３０】
　さらに、方向転換プーリを用いることで、ワイヤＷの引き出し方向θを０度～１８０度
の範囲で自由に選択できるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　本発明装置の一実施態様について添付した図面に基づいて以下に詳述する。図１は本発
明に係る引戸用自閉装置の取り付け状態を一部破断して示す斜視図、図２は本発明に係る
引戸用自閉装置の一部を破断して示す上面図、図３は、図２の線III－IIIに沿って切断し
て示す断面図、図４は本発明に係る引戸自動閉止装置の一部を破断して示す正面図、図５
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は図２に示したダンパユニット４の変更例の断面図である。
　本発明に係る引戸自動閉止装置１は、扁平状の筐体２と、該筐体２の一方の側面２ａに
透設したワイヤ出入口３近傍の前記筐体２内のベースブラケット１２に取り付けられ且つ
巻胴部９をその支軸11に回動可能なように軸着するダンパユニット４と、前記筐体２の他
方の側面部２ｂ近傍において前記筐体２を横断する方向に延伸して前記ベースブラケット
１２と前記筐体２の後面部２ｄを被蔽する蓋体部６とによって保持され且つ前記筐体２の
前面部２ｃを貫通して外方に突出する前端部１３ａ及びその近傍に複数条のスプライン溝
を刻設して成るスプライン軸部１４を具備する固定軸１３に巻胴部８を回動可能なように
軸支するぜんまいユニット５と；前記ぜんまいユニット５の前記巻胴部８にその一方端部
を係止し且つ引戸ＳＤを全開閉するに足る長さを前記巻胴部８の外周面上に沿って巻回し
ながら前記ダンパユニット４の前記巻胴部９の外周面上に沿って一周以上クロス掛け状態
に巻回してその他方端部を前記ワイヤ出入口３から前記筐体２の外側に導出されるワイヤ
Ｗと；前記スプライン軸部１４に対応して噛合可能な複数条のスプライン溝を略円柱状の
躯体部１６の中心に刻設したスプライン穴１６ａに前記スプライン軸部１４の前記前端部
１３ａを挿着し且つ前記前面部２ｃの外方よりも前記筐体２の内方に位置する前記躯体部
１６の後端部外周辺から円板状に突設したフランジ部１７の外方面１７ａに放射状に複数
個のラチェット又はクラッチ状の旋回側爪部１８を刻設して成るダイヤルノブ部１５と；
その外方面１９ａを前記フランジ部１７と同心円状に前記前面部２ｃの内面に取り付けら
れる一方、その内方面１９ｂに前記旋回側爪部１８に対応して噛合可能な複数個のラチェ
ット又はクラッチ状の固定側爪部２０を刻設して成る環体部１９と；前記引戸ＳＤの前面
上方に取り付けられ且つ前記ワイヤＷの引出し端部Ｗａを係止するワイヤ引出し端部固定
手段２４と；そして前記前記躯体部１６の後端部と前記ベースブラケット１２との間に位
置する前記スプライン軸部１４の外周面に沿って巻装される圧縮コイルばね２１とから成
り、前記扁平状筐体２が、前記蓋体部６を介して引戸枠体ＳＤＦに取り付けられる。
【００３２】
　更に、本発明に係る引戸自動閉止装置１は、前記ワイヤ（Ｗ）が、前記ダンパユニット
（４）の巻胴部（９）に一周以上巻回している。
【００３３】
　更に、本発明に係る引戸自動閉止装置１は、前記ワイヤ（Ｗ）が、前記ダンパユニット
（４）の巻胴部（９）に８０～２５０度の巻付け角度βで周接している。なお、巻付け角
度βが８０度よりも小さいと、摩擦抵抗が小さくなるので好ましくない。
【００３４】
　更に、本発明に係る引戸自動閉止装置１は、前記ダンパユニット（４）の巻胴部（９）
の外周面にＶ字状の溝を形成している。
【００３５】
　更に、本発明に係る引戸自動閉止装置１は、前記筐体２の前記前面部２ｃが、前記ダイ
ヤルノブ部１５の前記躯体部１６外周辺に沿った外表面に前記ダイヤルノブ部１５の旋回
角度を読み取るための目盛り２２並びに前記ダイヤルノブ部１５自体の前面に位置基準表
示２２ａを夫々設けて成る。なお、前記目盛り２２は、前記ぜんまいユニット５のばね機
能の強弱方向を示す矢印Ｃ，Ｄを併記することが好ましい。
【００３６】
　更に、本発明に係る引戸自動閉止装置１は、前記蓋体部６が、複数個の取り付け孔２３
を縦方向に複数列透設して成る。なお、前記複数個の取り付け孔２３から成る縦列は、前
記蓋体部６の少なくとも左右に分散して配設されることが前記筐体２の取り付けバランス
上好ましい。
【００３７】
　更に、本発明に係る引戸自動閉止装置１は、前記ワイヤ引出し端部固定手段２４が、係
止腕部２５の係止スロット２５ａを具備して成り、該係止スロット２５ａに対してシンブ
ル部材２８によって端末処理された前記ワイヤＷの引出し端部Ｗａの係止及び離脱を容易
にする。なお、前記ワイヤＷは、ステンレスワイヤにビニル樹脂をコーティングしたもの
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が耐久性、防錆性等に好ましい。
【００３８】
　更に、本発明に係る引戸自動閉止装置１は、前記ワイヤ引出し端部固定手段２４が、押
圧子２６ａを具備するストッパ２６から成り、該押圧子２６ａが前記引戸枠体ＳＤＦに当
接して前記引戸ＳＤの開閉作動を中断させる。なお、前記押圧子２６ａは、合成ゴムのよ
うな柔らかく滑り難い弾性体から成り、前記係止腕部２５の一部に螺合、支持される軸部
２６ｂの先端部に装着されることが好ましい。
【００３９】
　更に、本発明に係る引戸自動閉止装置１は、前記ダンパユニット４と前記ぜんまいユニ
ット５が、前記各巻胴部８，９の周辺に複数個のワイヤ飛び出し防止片２７を配設して成
る。
【００４０】
　また、前記ダンパユニット４は通常、前記巻胴部９とワンゥエイ・クラッチ機能を備え
たオイルダンパ４ａとの組立体から成るが、これに限らず、例えば、前記巻胴部９に単独
のワンゥエイ・クラッチとトルクリミッタとの組立体を組み込んで成るものであっても良
い。また、前記ダンパユニット４の前記巻胴部９の外周面上に沿って一周以上巻回する前
記ワイヤは、クロス掛けに限らずオープン掛け状態に巻回しても良い。
【００４１】
　以上のように構成される本発明装置の作動を以下に説明する。先ず、前記引戸枠体ＳＤ
Ｆの前面に前記複数個の取り付け孔２３を介して前記蓋体部６を所定の前記引戸枠体ＳＤ
Ｆに取り付けた後、前記筐体２の下面部２ｅの内部に配設した固定部２９に取り付けられ
た前記ベースブラケット１２を介して前記ダンパユニット４、ぜんまいユニット５、ワイ
ヤＷ、圧縮コイルばね２１、ダイヤルノブ部１５及び環体部１９とを予め装着した前記筐
体２を前記後面部２ｄの開口域を通して前記蓋体部６に嵌着させ、前記筐体２の前記前面
部２ｃの四隅に配設したボルト受部３０と該各ボルト受部３０に対応して前記蓋体部６に
穿設したねじ孔３１を介して各通しボルト３３によって前記筐体２の前記引戸枠体ＳＤＦ
にたいする取り付けを完了させる。
【００４２】
　一方、前記筐体２から導出され且つ前記シンブル部材２８で端末処理された前記ワイヤ
Ｗの引出端部Ｗａを前記引戸ＳＤに取り付けられた前記ワイヤ引出し端部固定手段２４に
おける前記係止スロット２５ａを係止させた後、前記引戸ＳＤを矢印Ａ方向に全閉状態か
ら全開状態にするために引き開くと、前記引戸ＳＤの開放に伴う前記ワイヤＷの緊張によ
って前記巻胴部８の外周面に巻回する前記ワイヤＷが引出されるとともに前記べースブラ
ケット１２と前記筐体２の後面部２ｄを被蔽する前記蓋体部６とによって保持された前記
支軸１３に一方端部を係止されている前記ぜんまいユニット５のぜんまい部材ＳＰは、前
記ぜんまいユニット５の内部で巻き締めされる。
【００４３】
　一方、前記ダンパユニット４は、前記ワイヤＷが引き出される回動方向にはそのダンピ
ング機能が作用しないので、前記ダンパユニット４の前記巻胴部９も前記ぜんまいユニッ
ト５の前記巻胴部８の回動方向と反対方向に何等の干渉又は抵抗を受けずに円滑に回動し
て該巻胴部９の外周面に沿い前記ワイヤＷを前記筐体２の外方に導出させる。その結果、
前記引戸ＳＤは、円滑に所望する開口度まで開放される。
【００４４】
　次に、前記引戸ＳＤから手を離すと、締められていたぜんまい部材ＳＰが巻き緩められ
るので、前記巻胴部８が回転してその外周面にワイヤＷを巻き付けてゆくため、引戸ＳＤ
が矢印Ｂ方向に自動的に閉まる方向に移動する。
【００４５】
　しかしながら、その上流側に配設された前記ダンパユニット４は、前記ワイヤＷが巻き
込まれる回動方向にのみそのダンピング機能が作用するので、前記ダンパユニット４の前
記巻胴部９も前記ぜんまいユニット５の前記巻胴部８と反対方向に所定の制動力又は抵抗
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力を受けながら回動して該巻胴部９の外周面に沿い前記ワイヤＷを前記筐体２の外方から
導入させる。
【００４６】
　その結果、前記引戸ＳＤは、前記ダンパユニット４のダンピング機能を適正に選択、設
定することによって、前記引戸ＳＤの過度の閉止慣性力で手を挟んだり、過度のダンピン
グ機能の付与による前記引戸ＳＤの閉止に過大な外力を要する不具合を解消できる。
【００４７】
　なお、前記ぜんまいユニット５における前記ぜんまい部材ＳＰのばね強度を適宜調整す
るためには、例えば、前記ぜんまいユニット５における前記ぜんまい部材ＳＰのばね強度
を強める、所謂増し締めする場合、前記ダイヤルノブ部１５を前記目盛り２２及び前記位
置基準表示２２ａに従がって矢印Ｃの方向に旋回させると、反増し締め方向の逆転を阻止
するラチェット又はクラッチ状歯形に加工された前記旋回側爪部１８は、前記スプライン
穴１６ａに対する前記スプライン軸部１４の前記圧縮コイルばね２１の矢印Ｇ方向の付勢
力に抗した矢印Ｆ方向の滑動によって対向する前記固定側爪部２０の歯先面に倣って所定
の角度まで旋回移動し、その結果、前記ぜんまい部材ＳＰの一方端部を係止している前記
支軸１３も前記スプライン軸部１４と前記スプライン穴１７との間の横方向の噛合作動に
よって前記前記旋回側爪部１８と同等の角度まで旋回移動して前記ぜんまい部材ＳＰのば
ね強度を強める。
【００４８】
　一方、前記ぜんまいユニット５における前記ぜんまい部材ＳＰのばね強度を弱める、所
謂緩め締めする場合、前記圧縮コイルばね２１の矢印Ｇ方向の付勢力に抗して前記ダイヤ
ルノブ部１５を矢印Ｆ方向に押し込みながら前記目盛り２２及び前記位置基準表示２２ａ
に従がって矢印Ｄの方向に旋回させると、反増し締め方向の逆転を阻止するラチェット又
はクラッチ状歯形に加工された前記旋回側爪部１８は、前記スプライン穴１６ａに対する
前記スプライン軸部１４の矢印Ｆ方向の滑動によって対向する前記固定側爪部２０の歯先
面から離間して所定の角度まで旋回移動した後、前記ダイヤルノブ部１５の押し込みを止
めて矢印Ｇ方向に復帰させると、前記ぜんまい部材ＳＰの一方端部を係止している前記支
軸１３も前記スプライン軸部１４と前記スプライン穴１６ａとの間の横方向の噛合作動に
よって前記前記旋回側爪部１８と同等の角度まで旋回移動して前記ぜんまい部材ＳＰのば
ね強度を弱める。
【００４９】
　図５は、前記ダンパユニット４の変更例を示したものであり、そこにおいて前記巻胴部
９の外周面を図２に示したような直胴外周面からテーパ状外周面９ａに変更して成り、該
テーパ状外周面９ａは、前記ぜんまいユニット５の前記巻胴部８の外周面上において前記
ワイヤＷの巻回数が増加する方向に向けて、例えば図５におけるオイルダンパ４ａに向け
てその外周径を漸減させることより、前記ぜんまいユニット５の前記巻胴部８の外周面上
に巻回する前記ワイヤＷの最終巻き込みにおけるダンパ効果を最大限に発揮させることを
可能にする。
【００５０】
　以上、記述した本発明に係る引戸自動閉止装置１は、前記筐体２を壁に、前記ワイヤ引
出し端部固定手段２４を前記引戸ＳＤに取り付けることも、またその逆の取り付けも可能
である。
　更に、前記ワイヤ引出し端部固定手段２４における前記ストッパ２６の前記押圧子２６
ａを建物の構成に応じて横向きに設置することも可能である。
【００５１】
　図６～図９は、前記ダンパユニットの巻胴部９の実施形態と、ワイヤＷの巻き掛け例を
示したものである。この実施形態のダンパユニット４では、前記巻胴部９の外周面にＶ字
状溝９ｂが形成されている。Ｖ状溝９ｂは、図７に示したように、Ｖの底アールをワイヤ
径よりも小さくししかもワイヤＷがＶ字に食い込まない範囲で、拡開角αが１５度～３０
度の範囲に設定されている。
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　また、ゼンマイユニットから引き出されたワイヤが、引き込み・引き出し時にスラスト
（軸方向）に移動する。これをＶ溝部に落とし込むため、Ｖ字状溝９ｂの周縁には幅方向
外方に向かう受けテーパ９ｃ、９ｃが形成されている。
　さらに、緊急時の異常な操作により、ワイヤＷのダンパプーリ９からの逸脱を防ぐため
、ダンパプーリ９の最外周に径方向に突出するフランジ９Ｆを設けている。
　以上の構成により、ゼンマイの引き力でワイヤＷがＶ字溝に押し付けられ、２点線接触
で作用するため、伝達力が上がる。このことにより、ワイヤＷをダンパプーリ９に巻き付
ける回数が１回巻（３６０度）にならない小さな角度でもダンパ力がワイヤＷに確実に伝
えられることができる。
　また、摩擦の大きい樹脂やゴム等をワイヤＷにコーティングすることで、さらにダンパ
力の伝達力を上げる効果を増すことができる。
【００５２】
　図６の実施形態のワイヤＷは、巻胴部８から巻胴部９の外周面の溝９ｂに周接され、筐
体２の側面２ａに透設されたワイヤ出入口３から外部へ出される。このダンパユニット４
では、巻き付け角βが８０程度になっている。
【００５３】
　また、図８の実施形態のワイヤＷは、巻胴部８から巻胴部９の外周面の溝９ｂに周接さ
れ、筐体２の上面２ｅに透設されたワイヤ出入口３から外部へ出される。このダンパユニ
ット４では、巻き付け角βが１６０程度になっている。
【００５４】
　また、図９の実施形態のワイヤＷは、巻胴部８から巻胴部９の外周面の溝９ｂに周接さ
れ、筐体２の側面２ｂに透設されたワイヤ出入口３から外部へ出される。このダンパユニ
ット４では、巻き付け角βが１６０程度になっている。
【００５５】
　このようにダンパプーリ９のＶ字溝によってワイヤが溝の両側面に当接し、摩擦抵抗が
増大するため、プーリ９に巻き付ける回数が１回巻（３６０度）にならない小さな角度で
もダンパ力がワイヤＷに確実に伝えられることができる。
　したがって、ワイヤをダンパユニットの巻胴部の全周に亘って巻きつけていないので、
ワイヤの寿命を高めることができ、かつワイヤの長さが短くて済み、更には、複数回巻回
する必要がないので、組立てが容易になる。
【００５６】
　図１０および図１１は本発明の他の実施形態で、ワイヤＷの引き出し方向θを０度～１
８０度の範囲で自由に選択できるようにした構造に係るものである。
　図１０の（ａ－１）は引戸自動閉止装置の正面図、（ｂ）は平面図、（ｃ）は本実施の
形態で用いられる方向転換プーリの平面図で、図１１は図１０（ａ－１）の引戸自動閉止
装置のワイヤＷの引き出し方向を変えた図で、（ａ－２）は上出し、（ａ－３）は左出し
の図である。
　両図において、巻胴部８から巻胴部９はこれまで説明したものと同じであるので重複説
明は省略する。方向転換プーリ３１、３２はそれぞれ溝のついたプーリ（半径は異なって
もよい）で、これを互いにつき合わせて互いの頂点を結ぶ線が水平となりかつ筐体２の上
方に穿った開口部３（図１０（ｂ））から筐体２の外に若干頂部をそれぞれ突き出してい
る。そして、９１、９２はワイヤＷのバラケを防止するために周方向に沿って複数箇所（
図では２箇所だが、それ以上であればなお良い）に設けられたバラケ防止バーである。
【００５７】
　ワイヤＷは、巻胴部８から巻胴部９の外周面の溝に例えば１８０度～２４０度（勿論、
この数値に限定されるものではないが）の範囲で周接され、筐体２の上部に設けられた方
向転換プーリ３１、３２の間を通って筐体２から外部へ出される。その際、ワイヤＷを方
向転換プーリ３１の方に周接するようにすれば、図（ａ－１）の右出しワイヤＷ０となり
、ワイヤＷが方向転換プーリ３１の上方に引き出すようにすれば、図１１（ａ－２）の上
出しワイヤＷ９０となり、ワイヤＷを方向転換プーリ３２の方に周接するようにすれば、
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図１１（ａ－３）の左出しワイヤＷ１８０となる。
【００５８】
　また、今までのものはケースのスリットからワイヤＷを引き出していたので、フリーの
側からワイヤＷがケースの中に引き込まれる可能性があったが、本実施の形態では、図１
０（ｃ）のように、ワイヤＷのカシメ部Ｋを方向転換プーリ３１の溝より大きくすること
で、ケースの中に引き込まれないようにすることができる。
【００５９】
　以上のように、この実施形態によれば、ワイヤＷの引き出し方向θを０度～１８０度の
範囲で自由に選択できるようになる。
【００６０】
　図１２は本発明に係る別の実施例に係る引戸用自閉装置の取り付け状態を一部破断して
示す斜視図である。図１１までの引戸自動閉止装置はワイヤＷを用いていたが、ここでは
ワイヤＷの代りにベルトＢを用いている点が異なり、その他は図１と同じである。図から
判るように、この引戸自動閉止装置１はベルト（Ｂ）が巻胴部８を始めダンパユニット（
４）の巻胴部（９）に巻回している。このように平ベルトＢは摩擦抵抗が大きいのでこの
平ベルトを平プーリに巻くことで、摩擦抵抗が大きくなりワイヤＷと比べて巻き付け角度
が少なくても、滑りなくダンパ機能を生かせるので有効である。
　また、平ベルトＢの他に、樹脂製の平網紐等も同様に使用可能である。
【００６１】
　以上、本発明によれば、まず、装置全体の取り付け位置の選択自由度及び取り付け強度
の強化並びに装置構成部材の各機能調整の容易化が図れ且つ前記引戸を閉止途中で前記ぜ
んまいユニットから繰り出される前記ワイヤを絡ませることなく停止させ、閉まる際の前
記引戸の閉止慣性力を制動、減衰させて安全性とコストダウンに有利な前記引戸を自動的
に閉止することが可能となる。
　また、巻胴部９の外周面にＶ字状溝９ｂを形成する構成によって、ワイヤ等が溝の両側
面に当接し、摩擦抵抗が増大するため、動力伝達力が高まることとなり、ワイヤ等をダン
パユニットの巻胴部の全周に亘って巻きつけてる必要がなくなり、ワイヤ等の寿命を高め
ることができ、かつワイヤ等の長さが短くて済み、更には、組立てが容易になる。
　また、従来のように、ワイヤをダンパユニットの巻胴部に巻回している場合には、引戸
を強制的に閉めると、ダンパユニットの巻胴部と引戸のワイヤ引出し端部固定手段との間
のワイヤが弛み、それによってワイヤが巻胴部から逸脱する虞があるが、この構成によれ
ば、ワイヤはダンパユニットの巻胴部で滑り、直ちにぜんまいユニットの巻胴部に巻き取
られるため、ワイヤが弛む虞はない。
　さらに、方向転換プーリを用いることで、ワイヤＷの引き出し方向θを０度～１８０度
の範囲で自由に選択できるようになる。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　本発明装置は、装置全体の取り付け位置の選択自由度及び取り付け強度の強化並びに装
置構成部材の各機能調整の容易化が図れ且つ引戸を開閉途中でぜんまいユニットから繰り
出されるワイヤ等を絡ませることなく停止させ、閉まる際の引戸の閉止慣性力を制動、減
衰させて安全性とコストダウンに有利な効果を有し、各種引戸類の自動的閉止装置等に有
用である。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本発明に係る引戸用自閉装置の取り付け状態を一部破断して示す斜視図である。
【図２】本発明に係る引戸用自閉装置の一部を破断して示す上面図である。
【図３】図２の線III－IIIに沿って切断して示す断面図である。
【図４】本発明に係る引戸自動閉止装置の一部を破断して示す正面図である。
【図５】オイルダンパの変更例を示す平面図である。
【図６】オイルダンパの他の実施形態を示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は上面図である。
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【図７】図６（ｂ）のダンパユニットにおける一部拡大図である。
【図８】オイルダンパのさらに他の実施形態を示す正面図である。
【図９】オイルダンパのさらに他の実施形態を示す正面図である。
【図１０】本発明の他の実施形態で、ワイヤＷの引き出し方向θを０度～１８０度の範囲
で自由に選択できる引戸自動閉止装置の正面図である。
【図１１】図１０でワイヤＷの引き出し方向を上出し（ａ－２）と左出し（ａ－３）にし
た引戸自動閉止装置の正面図である。
【図１２】ワイヤの代りに平ベルトを用いた本発明に係る引戸用自閉装置の取り付け状態
を一部破断して示す斜視図である。
【符号の説明】
【００６４】
　１　　　引戸自動閉止装置
　２　　　筐体
　２ａ　　側面部
　２ｂ　　側面部
　２ｃ　　前面部
　２ｄ　　後面部
　２ｅ　　下面部
　３　　　ワイヤ出入口
　４　　　ダンパユニット
　４ａ　　オイルダンパ
　５　　　ぜんまいユニット
　６　　　蓋体部
　８　　　巻胴部
　９　　　巻胴部
　９ａ　　テーパ状外周面
　９ｂ　　Ｖ字状溝
　９ｃ　　テーパ面
　９Ｆ　　フランジ
　１０　　ワイヤ巻き乱れ防止手段
　１１　　支軸
　１２　　ベースブラケット
　１３　　支軸
　１４　　スプライン軸
　１５　　ダイヤルノブ部
　１６　　躯体部
　１６ａ　スプライン穴
　１７　　フランジ部
　１８　　旋回側爪部
　１９　　環体部
　２０　　固定側爪部
　２１　　圧縮コイルばね
　２２　　目盛り
　２３　　取り付け孔
　２４　　ワイヤ引出し端部固定手段
　２６　　ストッパ
　２６ａ　押圧子
　３１、３２　　方向転換プーリ
　９１、９２　　バラケ防止バー
　Ｋ　　　カシメ部
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　ＳＤ　　引戸
　ＳＤＦ　引戸枠体
　ＳＰ　　ぜんまい部材
　Ｗ　　　ワイヤ
　α　　　拡開角
　β　　　巻き付け角

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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